
第49号議案 

神戸市個人情報保護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の件 

神戸市個人情報保護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年８月31日提出 

神戸市長 久   元   喜   造   

神戸市個人情報保護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 （個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 神戸市個人情報保護条例（平成９年10月条例第40号）の一部を次のよう 

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（訂正請求に対する決定等） （訂正請求に対する決定等）  

第 24条  ［略］  

２  ［略］  

３  前項の場合において、必要がある

第24条  ［略］  

２  ［略］  

３  前項の場合において、必要がある
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と認めるときは、実施機関は、訂正

に係る個人情報等の提供先（情報提

供等記録にあっては、内閣総理大臣

及び番号法第19条第８号に規定する

情報照会者若しくは情報提供者又は

同条第９号に規定する条例事務関係

情報照会者若しくは条例事務関係情

報提供者（当該訂正に係る情報提供

等記録に記録された者であって、当

該実施機関以外の者に限る。））に

対し、速やかに、書面によりその旨

を通知しなければならない。  

と認めるときは、実施機関は、訂正

に係る個人情報等の提供先（情報提

供等記録にあっては、総務大臣及び

番号法第19条第７号に規定する情報

照会者若しくは情報提供者又は同条

第８号に規定する条例事務関係情報

照会者若しくは条例事務関係情報提

供者（当該訂正に係る情報提供等記

録に記録された者であって、当該実

施機関以外の者に限る。））に対し、

速やかに、書面によりその旨を通知

しなければならない。 

４、５ ［略］  ４、５ ［略］  

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に 

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

27年９月条例第10号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（趣旨）  （趣旨）  
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第１条 この条例は、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。以下「番号法」という。）

第９条第２項及び第19条第 11号の規

定に基づき、個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関して必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。以下「番号法」という。）

第９条第２項及び第19条第 10号の規

定に基づき、個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関して必要な事

項を定めるものとする。 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 番号法第 19条第 11号の条例で

定める特定個人情報を提供すること

ができる場合は、別表第３の第２欄

に掲げる機関が、同表の第４欄に掲

げる機関に対し、同表第３欄に掲げ

る事務を処理するために必要な同表

の第５欄に掲げる特定個人情報の提

供を求めた場合において、同表の第

４欄に掲げる機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

第５条 番号法第 19条第 10号の条例で

定める特定個人情報を提供すること

ができる場合は、別表第３の第２欄

に掲げる機関が、同表の第４欄に掲

げる機関に対し、同表第３欄に掲げ

る事務を処理するために必要な同表

の第５欄に掲げる特定個人情報の提

供を求めた場合において、同表の第

４欄に掲げる機関が当該特定個人情

報を提供するときとする。 

２  ［略］  ２  ［略］  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市個人情報保

護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定

は、令和３年９月１日から適用する。  

 

理     由  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第 27号）の改正に伴い、条例を改正する必要があるため。 
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